
経済産業省独立行政法人評価委員会からの業績勘案率（案）について 

 

１ 審議対象案件の内容 

・ 対象者 

産業技術総合研究所 理事（３） 

日本貿易振興機構 監事 

原子力安全基盤機構 理事 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 理事長、副理事長、理事（２）、監事 

中小企業基盤整備機構 理事（４）、監事 

（計 15 人） 

・ 業績勘案率（案）：いずれも１．０ 

 

２ 業績勘案率（案）の決定方法（別紙１） 

・ 業績勘案率（案）の決定方法は、「業績勘案率の評価を行うに当たっての基本

的考え方」（平成 17 年９月１日経済産業省独立行政法人評価委員会決定、以下

「考え方」という。）に基づくものであり、当分科会の方針に沿ったもの（別紙

２及び下表）。 

・ 具体的には「考え方」に基づき、機関実績勘案率及び個人業績勘案率に基づ

く基礎業績勘案率を算出し、当該役員の在職中の特筆すべき法人の業績等を勘

案して、業績勘案率（案）を決定する方式。 

・ 上記５法人 15 人の退職役員に係る業績勘案率についても、総務省独立行政法

人評価委員会の関係分科会において、この方式により検討・審議し、業績勘案

率（案）を「１．０」として最終決定している。 

 

３ 当委員会の意見案 

当該業績勘案率（案）は、「役員退職金に係る業績勘案率に関する方針」（平

成 16 年７月 23 日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会決

定）に沿った方法により決定されており、妥当なものと認められることから「意

見なし」といたしたい。 

 

（補足説明）上記２の経済産業省独立行政法人評価委員会決定における決定方法の

主な内容は、次のとおり 

独立行政法人評価分科会の方針 経産省評価委員会決定における決定方法 

２．① 退職役員の在職期間に係る法

人等の業績が、当該法人の過去

の通常の業績とは明確に差があ

ること及びその差を、客観的、

具体的かつ明確に説明できるも

のとなっていること。 

当該役員が在職した期間に係る「年度実績

評価」に基づく各年度の機関実績勘案率を、

その在職月数に応じ加重平均して求めた率

をαとする。 

（「考え方」２．（２）） 

２．② 業績勘案率算定時に在職期間

に係る年度評価結果が確定して

役員が退職した日の属する「年度実績評

価」が確定していない場合、当該年度の機関
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いない場合、当該期間の法人等

の業績を客観的・具体的根拠に

よって認定していること。 

実績勘案率は、その前年度の機関実績勘案率

その他の明確な方法（※：原則として、役員

が退職した日が、当該日の属する年度の開始

後６ヶ月以内である場合には、前年度の機関

実績勘案率を準用することとし、７ヶ月以後

である場合には、当該年度の「年度実績評価」

の確定を待つこととする。）により算出する

こととし、当該方法の適用につき合理的な説

明を要することとする。 

（「考え方」２．（２）） 

２．⑤ 退職役員の個人的な業績を考

慮する場合、 

・ 考慮の程度が付随的なものと

なっており、法人等の業績に比

べて重視しすぎていないこと。

・ 過去の役員の通常の業績とは

差があったことを客観的・具体

的根拠によって認定しているこ

と。 

・ 個人的な業績を考慮して業績

勘案率を変動させる幅につい

て、過去の役員の通常の業績と

の差に対応した明確な基準が定

められていること。また、客観

的・具体的根拠によってその幅

を決定していること。 

・ 役員任期中における、法人役

員としての固有の業務に関する

個人的な業績であること。 

各独立行政法人は、「機関実績勘案率α」

と「個人業績勘案率β」を算出後、配分率ｘ、

ｙ（注：各法人の特性・役員の職責に応じ決

定する。ただし、個人的な業績が付随的なも

のであることを考慮し、ｙは０．２とする。）

を乗じ、「基礎業績勘案率ε′」を算出し、

評価委員会に通知する。 

（「考え方」２．（１）） 

２．⑥ 法人等の特筆すべき活動等の

要素を業績勘案率の算定に当た

って考慮すべき特段の事情があ

るとされている場合、当該要素

を考慮することが妥当であるこ

と。 

評価委員会は通知された基礎業績勘案率

ε′に基づき、当該役員の在職中に特筆すべ

き法人の業績等を勘案して当該役員の業績

勘案率εを決定する。 

（「考え方」２．（１）） 

２．⑧ 理事長、理事、監事等の個々

の職責に応じた形で算定されて

いること。 

機関実績勘案率は、「年度実績評価」の結

果における項目別評価を当該役員の職責に

応じ適切にウェイト付けし、通常の業績に比

して明確に差が生じる適切な換算を行い０．

３～１．５の間で算出するものとする。 

（「考え方」２．（２）） 

-2-



（別紙１） 
 

経済産業省独立行政法人評価委員会から通知された業績勘案率（案）の算定内容 
 

算  定  内  容  

業績勘案率適用期間 

 法  人  名 役 職 

 (参考) 

在任期間 

機関業績勘案率

 

 

（※１） 

個人業績勘案率

 

 

（※２） 

基礎業績勘案率

 

 

（※３） 

 

業績勘案率

（案） 

 

（※４） 

産業技術総合研究所 理 事 H16.1.1～H18.3.31 H15.4.1～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 理 事 H16.1.1～H18.3.31 H15.4.1～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 理 事 H16.1.1～H18.3.31 H15.4.1～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

日本貿易振興機構 監 事 H16.4.26～H18.3.31 H16.4.26～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

原子力安全基盤機構 理 事 H16.1.1～H18.6.30 H15.10.1～ １．１ １．０ １．０８ １．０ 

石油天然ガス・金属鉱

物資源機構 
理事長 H16.2.29～H17.12.31 H16.2.29～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 副理事長 H16.2.29～H18.6.30 H16.2.29～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 理 事 H16.7.6～H18.5.9 H16.7.6～ １．０ １．０ １．０ １．０ 
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石油天然ガス・金属鉱

物資源機構（続き） 
理 事 H16.2.29～H18.6.30 H16.2.29～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 監 事 H16.2.29～H18.6.30 H16.2.29～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

中小企業基盤整備機構 理 事 H16.7.6～H18.6.30 H16.7.6～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 理 事 H16.7.6～H18.7.9 H16.7.6～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 理 事 H16.7.1～H18.8.31 H16.7.1～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 理 事 H16.7.1～H18.8.31 H16.7.1～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

 監 事 H16.7.1～H18.6.25 H16.7.1～ １．０ １．０ １．０ １．０ 

（※１） 「考え方」２．（２）において「当該役員が在職した期間に係る「年度実績評価」に基づく各年度の機関実績勘案率を、その

在職月数に応じ加重平均して求めた率」とされている。 

（※２） 「考え方」２．（３）において「１．０を基本とする」とされている。 

（※３） 「考え方」２．（１）において「「機関実績勘案率α」と「個人業績勘案率β」を算出後、配分率ｘ、ｙ（注：各法人の特性・

役員の職責に応じ決定する。ただし、個人的な業績が付随的なものであることを考慮し、ｙは０．２とする。）を乗じ、「基礎

業績勘案率ε′」を算出する」とされており、その計算式は「ε′＝ｘα＋ｙβ（ｘ＋ｙ=１、ｘ=０．８、ｙ=０．２）（ε′：

基礎業績勘案率、α：機関実績勘案率、β：個人業績勘案率、ｘ：機関実績勘案率の配分率、ｙ：個人業績勘案率の配分率）」

とされている。 
（※４） 「考え方」２．（１）において「通知された基礎業績勘案率に基づき、当該役員の在職中に特筆すべき法人の業績等を勘案し

て当該役員の業績勘案率を決定する」とされており、原子力安全基盤機構理事については、上記に基づく勘案の結果、基礎業

績勘案率１．０８を業績勘案率（案）１．０とした。 
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業績勘案率の評価を行うに当たっての基本的考え方 
 

平成１７年９月１日 
経済産業省独立行政法人評価委員会 

 
１．基本的考え方の見直しについて 
 
 「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」（平成 15
年 12 月 19 日閣議決定）を受けて、経済産業省においては、独立行政法人毎の

総合評定に対応する業績勘案率の算出方法を平成 16 年１月に策定した。 
一方、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会において、「役員退職金にか

かる業績勘案率に関する方針」（平成 16 年７月 23 日）が決定され、その中で、

「業績勘案率は、独立行政法人の役員退職金を国家公務員並にするという今般

の退職金の見直しの趣旨にかんがみ、１．０を基本とする」こととされており、

各府省評価委員会からの通知が１．０を超える場合など厳格な検討が求められ

る場合には、総務省政策評価・独法評価委員会として、算定に当たっての客観

性の確保、法人の業績又は担当業務の実績の反映重視を基本に厳しく検討を行

うことが示された。 
今般、当該方針を受け、経済産業省独立行政法人評価委員会（以下「評価委

員会」）として以下に新たに業績勘案率についての考え方（以下「考え方」）を

提示することとする。 
 
２．「業績勘案率」の決定 
 
（１）基礎業績勘案率ε′の算出。 
 各独立行政法人は、「機関実績勘案率α」と「個人業績勘案率β」を算出後、

配分率ｘ、ｙ（注；各法人の特性・役員の職責に応じ決定する。ただし、個人

的な業績が付随的なものであることを考慮し、ｙは０．２とする。）を乗じ、「基

礎業績勘案率ε′」を算出し（小数点第二位未満の端数があるときは、これを

四捨五入する）、評価委員会に通知する。 
 ε′＝ｘα＋ｙβ（ｘ＋ｙ=１、ｘ=０．８、ｙ=０．２） 
 
 ε′：基礎業績勘案率 
 α ：機関実績勘案率 
 β ：個人業績勘案率 
 ｘ ：機関実績勘案率の配分率 
 ｙ ：個人業績勘案率の配分率 

（別紙２） 
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 評価委員会は通知されたε′に基づき、当該役員の在職中に特筆すべき法人

の業績等を勘案して当該役員のεを決定する。 
 
（２）「機関実績勘案率α」の算出 
 当該役員が在職した期間に係る「年度実績評価」に基づく各年度の機関実績

勘案率を、その在職月数に応じ加重平均して求めた率をαとする（小数点第二

位以未満の端数があるときには、これを四捨五入する）。 
 各年度の機関実績勘案率は、「年度実績評価」の結果における項目別評価を当

該役員の職責に応じ適切にウェイト付けし、通常の業績に比して明確に差が生

じる適切な換算を行い０．３～１．５（３段階評価の法人については０．５～

１．５）の間で算出するものとする。（適切な換算の例（別紙）） 
 なお、役員が退職した日の属する「年度実績評価」が確定していない場合、

当該年度の機関実績勘案率は、その前年度の機関実績勘案率その他の明確な方

法（※）により算出することとし、当該方法の適用につき合理的な説明を要す

ることとする。 
※：原則として、役員が退職した日が、当該日の属する年度の開始後６ヶ月以

内である場合には、前年度の機関実績勘案率を準用することとし、７ヶ月以

後である場合には、当該年度の「年度実績評価」の確定を待つこととする。 
 
（３）「個人業績勘案率β」の算出 
 当該役員の個人業績勘案率βは１．０を基本とする。 
なお、役員個人の業績の報酬に対する反映方法が確立された場合には、報酬

に係る個人業績を退職手当に反映することとする。 
 
 
３．諸手続等 
 
（１）評価委員会は、「業績勘案率」を決定する際には、あらかじめ総務省政策

評価・独立行政法人評価委員会に通知することとする。 
 
（２）本「考え方」は、業績勘案率の決定状況等諸般の事情により、必要に応

じ見直すものとする。 
 
４．本考え方の適用について 
 
 本考え方は、平成１７年度の業績評価結果から適用する。それ以前の期間（平
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成１６年１月１日～平成１７年３月３１日）については、従前の当委員会におけ

る業績勘案率についての考え方や、「役員退職金に係る業績勘案率に関する方針」

（平成１６年７月２３日総務省政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人

評価分科会決定）等を総合的に踏まえ、適切に対応する。 
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別紙

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１．５ ＡＡ＝１００

１．２ ２５≦ＡＡ＜１００ ０＜Ａ≦７５

１．０ ０≦ＡＡ＜２５ ７５＜Ａ≦１００

０．８

０．５

０．３

【Ｂ、Ｃ、Ｄ評価を含まない場合】

機
関
実
績
勘
案
率

（
α

）

各事業年度の項目別評価の評定

（単位：％）

機関実績勘案率の評定割合に関する換算表（５段階）
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ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１．５

１．２

１．０ ０＜Ｂ≦７５

０．８ ７５＜Ｂ≦１００

０．５

０．３

【Ｃ、Ｄ評価がなくＢ評価を含む場合】

機
関
実
績
勘
案
率

（
α

）

各事業年度の項目別評価の評定

（単位：％）

機関実績勘案率の評定割合に関する換算表（５段階）

２５≦ＡＡ＋Ａ＜１００

０≦ＡＡ＋Ａ＜２５
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ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１．５

１．２

１．０

０．８ ０＜Ｃ≦７５

０．５ ７５＜Ｃ≦１００

０．３

【Ｄ評価がなくＣ評価が含まれている場合】

機
関
実
績
勘
案
率

（
α

）

各事業年度の項目別評価の評定

（単位：％）

機関実績勘案率の評定割合に関する換算表（５段階）

２５≦ＡＡ＋Ａ＋Ｂ＜１００

０≦ＡＡ＋Ａ＋Ｂ＜２５
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ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１．５

１．２

１．０

０．８

０．５ ０＜Ｄ≦７５

０．３ ７５＜Ｄ≦１００

【Ｄ評価が含まれている場合】

機
関
実
績
勘
案
率

（
α

）

各事業年度の項目別評価の評定

（単位：％）

機関実績勘案率の評定割合に関する換算表（５段階）

２５≦ＡＡ＋Ａ＋Ｂ＋Ｃ＜１００

０≦ＡＡ＋Ａ＋Ｂ＋Ｃ＜２５
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Ａ Ｂ Ｃ

１．５ Ａ＝１００

１．２ ５０≦Ａ＜１００ ０＜Ｂ≦５０

１．０ ２５≦Ａ＜５０ ５０＜Ｂ≦７５

０．８ ０≦Ａ＜２５ ７５＜Ｂ≦１００

０．５

０．３

【Ｃ評価を含まない場合】

機
関
実
績
勘
案
率

（
α

）

各事業年度の項目別評価の評定

（単位：％）

機関実績勘案率の評定割合に関する換算表（３段階）
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Ａ Ｂ Ｃ

１．５

１．２

１．０

０．８

０．５ ０＜Ｃ≦５０

０．３ ５０＜Ｃ≦１００

【Ｃ評価を含む場合】

機
関
実
績
勘
案
率

（
α

）

各事業年度の項目別評価の評定

（単位：％）

機関実績勘案率の評定割合に関する換算表（３段階）

５０≦Ａ＋Ｂ＜１００

０≦Ａ＋Ｂ＜５０
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政 委 第 ○ 号 

平成 18 年 11 月○日 

 

経済産業省独立行政法人評価委員会 

   委 員 長  木 村 孟  殿 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

委 員 長  丹 羽 宇 一 郎 

 

 

「経済産業省所管の独立行政法人の役員の退職に係る 

業績勘案率（案）について」について（意見） 

 

「経済産業省所管の独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率（案）

について」（平成18年10月20日付け）をもって貴委員会より通知のありまし

た業績勘案率（案）については、「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16年７月23日政策評価・独立行政法人評価委委員会独立行政法人

評価分科会決定）に沿っているものであり、特に意見はありません。 

（案） 
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